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大字管理組合による集落コミュニティー育成・活動事業

□目的

明日香村では、村民の努力により古都の風格を偲ばせる歴史文化遺産が国民

の財産である「歴史的風土」として守られてきました。

大字管理組合では、明日香村の歴史的風土の維持･保存と同時に、明日香
村の生活環境をより豊かなものにすることを目的とし、集落コミュニティーで継承さ
れてきた祭礼行事や農村環境、明日香村に相応しい景観を将来にも良好な形
で残し、後世に受け継いでいくために下記の事業を補助します。

□事業フロー

・集落コミュニティー〈育成・活動〉事業実施計画書（様式１～４）
・集落コミュニティー〈育成・活動〉事業実施実績書（様式６～９）
・事業の変更・中止・廃止がある場合、中止・廃止・変更承認申請書を速やかに
提出すること
※計画書に記載のない支出費目は、補助対象外

□提出書類

・補助金は100円単位で切り捨て、自己財源は1円単位
※村づくり会議、環境美化における巡視・啓発事業(清掃等)
は除く

・報告書に実施日を記載（会議日、清掃日、行事日など）
・支出の区分は対象となる経費（Ａ３）の費目ごとに記載
・提出書類の２部作成し、大字で１部保管すること
・組合員の手当は、参加人数の計上や手当の受領など適正に行
い、リストを作成する（実働した者のみ対象）

・領収書の宛名は「○○大字管理組合 〇〇理事長」
・請求元に押印がある領収書またはレシート
※但書は必ず記載（購入品が分かるように）
・原本を村に提出（確認後、原本返却）
・領収書は報告書と併せて５年間、大字で保管
・活動手当や使用料及び賃借料などの支払において、支払証明
書を使用する場合、支払先、活動日、借上日などが分かるよう
に記載または別紙に支払者リストを添付

・村づくり会議以外は写真を添付
・事業名を記載、事業の実施日を記載
・備品購入時（パソコン、椅子、電柵等）は写真を添付
・委託料や修繕料がある場合、委託日（修繕日）、委託先を
記載の上、作業（修繕）前・作業中・作業（修繕）後の写
真を添付

写真

・供え物は現代商品（菓子・お茶・ビールなど）対象外
※可能な限り供え物の写真を添付
・村づくり会議、清掃以外のお茶代は対象外
・有価証券（図書カード・商品券等）や景品は対象外
・手続きに不備がある場合には、補助金の減額や返還を求める
場合がある

その他

□共通事項
計画書・実績書・変更計画書

領収書

4～3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

事業実施期間

●前年度実施報告書提出（３月下旬）

●今年度実施計画書提出及びヒアリング実施（４月中旬）

●今年度概算払い通知書送付（７月下旬）

当初予算額通知書及びヒアリング案内文送付（４月上旬）●

口座への支払
★前年度精算払い（５月下旬）

★今年度概算払い（８月上旬）

今年度精算払い（５月下旬）★

前 年 度 今 年 度 来 年 度

●当初予算額通知書及びヒアリング案内文送付（４月上旬）

今年度実施報告書提出（３月下旬）●



□集落コミュニティ育成事業（村づくり会議）

□集落コミュニティ活動事業
（伝統行事の育成及び運営等・地域資源を活かした地域文化の創造活動・環境美化における巡視・啓発事業(清掃等)）

歴史的風土の維持・保存と住民生活をどのように調和させ、地域の活性化を図るかを考えるために開催される

会議等に対する助成。

歴史的風土の中で豊かな住民生活を実現するため、伝統行事の育成や史跡地周辺の清掃、花づくりや都市住民との交流イベントなど地域

資源を活かした地域の活性化事業等に対する助成。

伝統行事の育成及び運営等・地域資源を活かした地域文化の創造活動 【補助額：計画申請額（上限：200,000円）】

（新たな地域文化の創造・美しい集落景観等の創出・活性化のための研修会等の開催・都市交流に関する事業）

村づくり会議 【補助額：組合員数により決定 ※補助額は村から毎年指定】

・会議のための資料作成等に対する補助額 350円以内×組合員数×回数（年6回）

・報告書作成に対する補助額 150円以内×組合員数

環境美化における巡視・啓発事業(清掃等) 【補助額：組合員数により決定 ※補助額は村から毎年指定】

・清掃活動に対する補助額 500円以内×延べ回数


